
江東区雨水流出抑制対策実施要綱 
平成２１年１１月２５日 
２１江土管第２７９９号 

（目的） 
第１条 この要綱は、総合的な治水対策の一環として、区内の施設の敷地内に

雨水流出抑制施設を設置することにより、雨水による浸水被害の軽減及び防

止を図り、もって安全で快適な都市環境の確保に資することを目的とする。 
（用語の定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 
(1) 浸透施設 地表又は地下の浅い所から雨水を地中へ分散させ、浸透させ

る施設をいう。 

(2) 貯留施設 雨水を一時的に貯留することにより、雨水の流出抑制を図る

施設をいう。 

(3) 雨水流出抑制施設 浸透施設、貯留施設又はこれらを組み合わせた施設

をいう。 

（雨水流出抑制施設の設置） 

第３条 区内において敷地面積が３００平方メートル以上の施設の新築、増築

又は改築（以下「新築等」という。）を行おうとする者（以下「事業者」とい

う。）は、当該施設の敷地内に雨水流出抑制施設を設置するものとする。ただ

し、当該施設又は当該施設の新築等の内容が次の各号のいずれかの事項に該

当するときは、この限りでない。 

(1) 建築面積が１８０平方メートル未満 

(2) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第２条第

１４号に規定する大規模の修繕 

(3) 法第２条第１５号に規定する大規模の模様替 

(4) 法第８５条に規定する仮設建築物 

(5) 法第８７条第１項に規定する用途の変更 

(6) 法第８８条第１項に規定する工作物 

(7) 前各号に規定するもののほか、区長が特に必要と認める事項 



（基準抑制対策量） 

第４条 事業者は、前条第１項の規定により雨水流出抑制施設を設置する場合

において、別表の左欄に掲げる敷地面積に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る量の貯留量又は貯留換算量を確保するものとする。 

（計画の届出） 

第５条 事業者は、法第６条第１項の規定による確認の申請又は法第１８条第

２項の規定による計画の通知を行おうとするときは、事前に雨水流出抑制施

設の設置計画については区長と、許容排水量については下水道管理者とそれ

ぞれ協議のうえ、雨水流出抑制施設設置計画書（別記第１号様式。以下「計

画書」という。）に必要な書類を添えて区長に届け出るものとする。 

（雨水流出抑制施設の技術的事項） 

第６条 計画書の作成に当たっての雨水流出抑制施設の技術的事項に関しては、

東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（東京都総合治水対策協議会）、公共施設

における一時貯留施設等の設置に係る技術指針（東京都都市整備局）及び東

京都排水設備要綱（東京都下水道局）を標準とし、これによりがたい場合は、

区長と協議するものとする。 
（変更の届出） 
第７条 事業者は、計画書の内容に変更が生じた場合は、速やかに雨水流出抑

制施設設置計画書変更届（別記第２号様式）に必要な書類を添えて区長に届

け出るものとする。 
（完了の届出） 
第８条 事業者は、雨水流出抑制施設の設置工事を完了したときは、速やかに

雨水流出抑制施設設置工事完了届（別記第３号様式）に必要な書類を添えて

区長に届け出るものとする。 
（調査） 
第９条 区長は、雨水流出抑制施設の事業者（前条の規定による届出後に当該

施設の所有権を譲り受けた者又は当該施設の管理責任を有すると認められる

者を含む。次条において同じ。）の承諾を得て、当該雨水流出抑制施設の調査

を行うことができる。 
（維持管理及び安全保持） 



第１０条 事業者は、雨水流出抑制施設の機能を十分に維持するため、適正な

管理を行うものとする。 
２ 事業者は、雨水流出抑制施設の周辺の安全保持について、適切な措置を講

ずるものとする。 
（委任） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、土木部長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に改正前の江東区雨水流出抑制対策実施要綱第５条

の規定により計画書を提出している者に対する第３条及び第４条の規定の適

用については、なお従前の例による。 
附 則 

この規程は、平成３０年９月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 敷地面積 貯留量又は貯留換算量 （敷地面積１平方メートル当たり） ３００平方メートル以上５００平方メートル未満 ０．０２立方メートル以上 ５００平方メートル以上１，０００平方メートル未満 ０．０３立方メートル以上 １，０００平方メートル以上 ０．０５立方メートル以上 
 


